
 

第
一
章 

総
則 

 

第
一
条 
こ
の
幼
稚
園
は
学
校
教
育
法
第
七
七
条
に
従
っ
て
幼
児
を
保
育
し
、
適
切
な
環
境
を
与
え
て
基
督
教 

幼
児
教
育
を
通
じ
、
心
身
の
発
達
を
助
長
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

第
二
条 

本
園
は
第
一
条
の
目
的
達
成
の
た
め
に
次
の
各
項
を
つ
と
め
る
。 

 

１
、
敬
虔
な
心
の
養
成
と
思
い
や
り
の
あ
る
情
操
を
滋
養
す
る
こ
と
。 

 

２
、
特
に
健
康
に
留
意
し
、
安
全
で
幸
福
な
生
活
の
た
め
に
必
要
な
日
常
の
習
慣
を
養
い
、
身
体
諸
機

能
の
調
和
的
発
達
を
図
る
こ
と
。 

 

３
、
園
内
に
お
い
て
集
団
生
活
を
経
験
さ
せ
、
喜
ん
で
こ
れ
に
参
加
す
る
態
度
と
、
協
同

・
自
由
及
び

自
立
の
精
神
の
芽
生
え
を
養
う
こ
と
。 

 

４
、
身
辺
の
社
会
生
活
及
び
事
象
に
対
す
る
正
し
い
理
解
と
態
度
の
芽
生
え
を
養
う
こ
と
。 

 

５
、
言
葉
の
使
い
方
を
正
し
く
導
き
、
童
話
絵
本
等
に
対
す
る
興
味
を
養
う
こ
と
。 

 

６
、
音
楽
、
遊
戯
、
絵
画
そ
の
他
に
よ
り
創
作
的
表
現
に
対
す
る
興
味
を
養
う
こ
と
。 

第
三
条 

こ
の
幼
稚
園
は
愛
星
幼
稚
園
と
云
い
日
本
基
督
教
団
小
石
川
白
山
教
会
の
附
属
幼
稚
園
で
あ
る
。 

第
四
条 

こ
の
幼
稚
園
の
位
置
は
東
京
都
文
京
区
白
山
二
丁
目
三
七
番
三
号
に
置
く
。 

第
五
条 

 

こ
の
幼
稚
園
に
入
園
で
き
る
者
は
満
三
才
か
ら
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
幼
児
と
す
る
。 

第
六
条 

こ
の
幼
稚
園
の
定
員
を
九
〇
名
と
し
、
満
三
才
か
ら
満
四
才
ま
で
の
組
と
、
満
四
才
か
ら
満
五
才
ま
で

の
組
と
、
満
五
才
か
ら
満
六
才
ま
で
の
組
に
分
け
る
。 

  

第
二
章 

保
育
年
限
、
学
期
及
び
休
園
日 

第
七
条 

こ
の
幼
稚
園
の
保
育
年
限
は
三
保
育
期
に
分
け
る
。 

第
八
条 

一
年
を
次
の
三
学
期
に
分
け
る
。 

 

第
一
学
期 

四
月
一
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で 

 

第
二
学
期 

九
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で 

 

第
三
学
期 

一
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で 

第
九
条 

本
園
の
休
園
日
は
次
の
通
り
と
す
る
。 

１
、 

土
曜
日 

２
、 

日
曜
日

（
但
し
教
会
学
校
に
参
加
し
教
会
学
校
の
幼
稚
科
に
所
属
す
る
） 

３
、 

祝
日 

４
、 

夏
季
休
業
七
月
下
旬
か
ら
九
月
上
旬
ま
で 

５
、 

冬
季
休
業
十
二
月
下
旬
か
ら
一
月
上
旬
ま
で 

６
、 

春
季
休
業
三
月
下
旬
か
ら
四
月
上
旬
ま
で 

７
、 

開
園
記
念
日―

五
月
十
日 

第
十
条 

 

始
業
及
び
終
業
の
時
刻
は
次
の
通
り
と
す
る
。 

 

午
前
九
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で
、
た
だ
し
季
節
に
よ
り
多
少
変
更
す
る
こ
と
が
あ
る
。 

  

第
三
章 

教
育
課
程

・
保
育
日
時
数
及
び
教
職
員
組
織 

第
十
一
条

保
育
内
容
は
健
康

・
社
会
・
自
然
言
語

・
音
楽
リ
ズ
ム
・
絵
画
制
作
の
各
領
域
に
於
い
て
調
和
的
な 

指
導
を
す
る
。 

第
十
二
条 

一
日
の
保
育
時
間
数
は
大
体
四
時
間
と
し
第
十
条
に
従
い
保
育
す
る
。 

第
十
三
条 

こ
の
保
育
園
に
次
の
教
職
員
を
お
く
。 

 

園
長 

一
名 

 

主
任
教
諭 

一
名 

 

教
諭 

若
干
名 

 

園
医 

二
名 

 

事
務
職
員 

一
名

（
兼
務

） 

 

園
長
は
職
務
を
処
理
し
所
属
職
員
を
監
督
す
る
。 



  

第
四
章 

入
園
、
退
園
終
了
お
よ
び
褒
賞 

第
十
四
条 
入
園
に
つ
い
て
は
園
長
の
許
可
を
要
す
る
。 

第
十
五
条 
入
園
し
よ
う
と
す
る
者
は
入
園
願
書
に
記
入
の
上
、
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
六
条

休
園
、
退
園
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
理
由
を
記
し
て
保
護
者
か
ら
園
長
に
届
け
出
る
も
の 

と
す
る
。 

  

第
五
章 

保
育
料
及
び
入
園
料
等 

第
十
八
条  

保
育
料
は
月
額
二
七
、
五
〇
〇
円
、
光
熱
費
は
年
額
一
二
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。 

 

在
籍
者
は
出
席
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
毎
月
十
日
ま
で
に
そ
の
月
分
を
納
入
し
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。 

第
十
九
条

入
園
料
は
八
〇
、
〇
〇
〇
円
と
し
て
入
園
の
際
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

但
し
三
歳
児
は
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る 

 
 

兄
弟
在
園
の
場
合
は
一
〇
、
〇
〇
〇
円
減
額
と
す
る
。 

 
 

 
 

 

施
設
料
は
、
入
園
時
の
み
三
〇
、
〇
〇
〇
円
と
す
る
。 

第
二
十
条 

既
納
の
保
育
料
、
入
園
料
等
は
理
由
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
返
還
し
な
い
。 

  
 

附
則 

 
 

 

一
、
こ
の
園
則
は
一
九
五
三
年
五
月
八
日
か
ら
実
施
。 

二
、
こ
の
園
則
実
施
に
必
要
な
細
則
は
園
長
が
定
め
る
。 

三
、
一
九
七
九
年
四
月
一
日
改
正 

四
、
一
九
九
〇
年
四
月
一
日
改
正 

五
、
一
九
九
三
年
四
月
一
日
改
正 

六
、
一
九
九
九
年
四
月
一
日
改
正 

七
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
一
日
改
正 

八
、
二
〇
〇
五
年
四
月
一
日
改
正 

九
、
二
〇
二
一
年
四
月
一
日
改
正 

 

 
 

十
、
二
〇
二
三
年
四
月
一
日
改
正 

 

   


